
JP 2008-209151 A 2008.9.11

10

(57)【要約】
【課題】操作手順が簡略化された経路案内装置を提供す
る。
【解決手段】パネル３２に表示された地図上において、
指定開始された任意の地点を指定開始地点として入力す
る指定開始情報入力部１１と、指定開始地点から地図上
を辿るように指定される経路であって、指定開始地点と
指定終了される任意の地点とを結ぶ経路を指定経路とし
て入力する指定経路情報入力部１３と、指定終了した任
意の地点を指定終了地点として入力する指定終了情報入
力部１２と、指定経路に基づいて案内経路を設定する案
内経路設定部１４と、を備えることで、利用ユーザの一
連の動作で指定開始地点、指定終了地点および指定経路
を指定することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面に表示された地図上において、指定開始された任意の地点を指定開始地点として入
力する指定開始情報入力部と、
　前記指定開始地点から前記地図上を辿るように指定される経路であって、前記指定開始
地点と指定終了される任意の地点とを結ぶ経路を指定経路として入力する指定経路情報入
力部と、
　前記指定終了した任意の地点を指定終了地点として入力する指定終了情報入力部と、
　前記指定経路に基づいて案内経路を設定する案内経路設定部と、
を備える経路案内装置。
【請求項２】
　前記指定開始地点は、案内開始地点であり、
　前記指定終了地点は、案内終了地点であること、
を特徴とする請求項１に記載の経路案内装置。
【請求項３】
　前記指定開始地点は、案内終了地点であり、
　前記指定終了地点は、案内開始地点であること、
を特徴とする請求項１に記載の経路案内装置。
【請求項４】
　前記案内経路設定部は、
　前記指定経路の画面上における長さを算出する指定長算出手段と、
　前記画面に表示されている地図の縮尺に応じて閾値を設定する閾値設定手段と、
　前記指定経路の画面上における長さと前記閾値とを比較する比較手段と、
を有し、
　前記指定経路の画面上における長さが前記閾値以上の場合に案内経路を設定すること、
を特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の経路案内装置。
【請求項５】
　前記案内経路設定部は、前記指定経路の入力時において特定地点の地図を拡大表示する
ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の経路案内装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経路案内装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、経路を案内する装置として、利用ユーザがあらかじめ経路イメージを持っている
場合、その経路イメージに基づいて案内経路を探索する経路案内装置が知られている（例
えば、特許文献１参照）。この装置は、タッチパネル等に表示された地図を利用ユーザが
指でなぞることで経路イメージが入力され、案内経路を探索する。
【特許文献１】特開２００１－１０８４６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような装置においては、目的地を設定した後に経路指定を行う構成となっているた
め、画面操作に手間がかかる。例えば、目的地の駐車場付近では対向車線の交通量が多い
ことから、右折では無く左折で進入したい場合など、ある程度目的地及び経路がイメージ
できている場合においても、目的地を設定した後に経路を指定するという操作が必要とな
る。
【０００４】
　そこで、本発明はこのような技術課題を解決するためになされたものであって、操作手
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順が簡略化された経路案内装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　すなわち、本発明に係る経路案内装置は、画面に表示された地図上において、指定開始
された任意の地点を指定開始地点として入力する指定開始情報入力部と、指定開始地点か
ら地図上を辿るように指定される経路であって、指定開始地点と指定終了される任意の地
点とを結ぶ経路を指定経路として入力する指定経路情報入力部と、指定終了した任意の地
点を指定終了地点として入力する指定終了情報入力部と、指定経路に基づいて案内経路を
設定する案内経路設定部と、を備えて構成される。
【０００６】
　このような構成によって、指定開始地点、指定終了地点、及び指定開始地点と指定終了
地点とを結ぶ経路を、利用ユーザの一連の動作で設定することができる。例えば、指で画
面に触れて指定開始地点を決定し、そのまま画面から指を離さずに指定開始地点から指定
終了地点までの経路をなぞり、指定終了地点で画面から指を離すことで指定終了地点を決
定することができる。これにより、操作手順を簡略化することができる。
【０００７】
　ここで、指定開始地点は案内開始地点であり、指定終了地点は案内終了地点であること
が好ましい。この場合、現在地や特定地点から目的地への経路をイメージしている利用ユ
ーザに対して指定経路の入力作業負荷を軽減することができる。
【０００８】
　あるいは、指定開始地点は案内終了地点であり、指定終了地点は案内開始地点であって
も良い。この場合、目的地を起点とした経路をイメージしている利用ユーザに対して指定
経路の入力作業負荷を軽減することができる。
【０００９】
　また、経路案内装置において、案内経路設定部は、指定経路の画面上における長さを算
出する指定長算出手段と、画面に表示されている地図の縮尺に応じて閾値を設定する閾値
設定手段と、指定経路の画面上における長さと閾値とを比較する比較手段と、を有し、指
定経路の画面上における長さが閾値以上の場合に案内経路を設定することが好適である。
【００１０】
　このような構成によって、表示される地図の縮尺が変化しても、地図の縮尺に応じて閾
値を設定することで、指定された経路の画面上における長さが所定の長さ以上か否かを判
断することができる。これにより、指定された経路が誤操作によって指定されたものであ
るか否かを判断できるため、利用ユーザの意図しない情報に基づいて案内経路を設定する
ことを回避することができる。例えば、利用ユーザが目的地のみを設定したい時に、手ぶ
れ等によって意図せずに目的地と案内経路を指定する操作となった場合であっても、案内
経路の設定を行うことを回避することができる。
【００１１】
　また、経路案内装置において、案内経路設定部は、指定経路の入力時において特定地点
の地図を拡大表示することが好ましい。このような構成によって、地図の縮尺が小さい場
合に、案内が必要な地点を拡大して表示することができるため、画面の操作性が向上し、
誤操作の発生を低減することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、経路を案内する装置において、経路設定の操作手順を簡略化すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。尚、図面の説明にお
いて同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１４】
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　図１は本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ（経路案内装置）１を含むナビゲーションシス
テム２の構成概要図である。ここで、ＥＣＵ（Electronic　Control　Unit）とは、電子
制御する自動車デバイスのコンピュータであり、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）
、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、および入出力イ
ンターフェイスなどを備えて構成されている。
【００１５】
　図１に示す経路案内ＥＣＵ１は、利用ユーザが目的地へ向かう際に経路を案内する装置
であって、例えば、車のナビゲーションシステムに好適に用いられるものである。このよ
うな車のナビゲーションシステムは、例えば、図１に示すナビゲーションシステム２のよ
うに、経路案内ＥＣＵ１の他に、ディスプレイ３、地図ＤＢ４およびＧＰＳ受信機５を備
えて構成される。ここで、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）とは、衛星を用いた
計測システムのことであり、自車両の現在位置の把握に好適に用いられるものである。
【００１６】
　経路案内ＥＣＵ１は、ディスプレイ３、地図ＤＢ４およびＧＰＳ受信機５に接続されて
おり、例えば、地図ＤＢ４およびＧＰＳ受信機５から目的地情報や現在地の情報などを取
得し、目的地までの経路を設定し、設定した経路をディスプレイ３へ出力する機能を備え
ている。
【００１７】
　ディスプレイ３は、視覚を通じて利用者に情報を提供する装置であり、表示制御部３３
、パネル（画面）３２を備えている。表示制御部３３は、入力信号に基づいて画像を表示
する機能を有しており、パネル３２に映し出す画像を制御している。パネル３２は、好ま
しくは、画面上から直接情報入力ができる、いわゆるタッチパネルで構成される。タッチ
パネルは、画像表示機能と、表示された画面上に利用ユーザが触れることによって入力を
感知する入力機能とを有しており、例えば利用ユーザが指によって画面上の表示を押えた
り、なぞったりすることで入力がなされ、入力されたパネル位置に基づいて信号を出力す
るパネルのことである。このように、パネル３２がタッチパネルで構成される場合、ディ
スプレイ３は操作情報出力部３１を備えることが好適である。操作情報出力部３１は、パ
ネル３２へ入力された情報を経路案内ＥＣＵ１へ出力する機能を有している。
【００１８】
　ナビゲーションシステム２に備わる地図ＤＢ４は、地図情報が格納されたデータベース
であり、経路案内ＥＣＵ１と接続されている。ＧＰＳ受信機５は、衛星測位システムの情
報端末機であって、現在位置を取得するために用いられるものであり、経路案内ＥＣＵ１
と接続されている。
【００１９】
　このように構成されたナビゲーションシステム２は、利用ユーザによってディスプレイ
３へ入力された目的地情報に基づいて目的地までの経路を設定し、設定した経路をディス
プレイ３で表示し案内することで利用ユーザの運転支援を行う。目的地までの経路設定と
して、利用ユーザの経路指定が無い場合、候補経路を探索して表示する。この候補経路は
、複数の候補経路の中から、例えば所要時間が最小となる経路が選択される。また、複数
の候補経路を表示させて利用ユーザに選択させる機能を備えていてもよい。
【００２０】
　ここで、本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１は、指定開始情報入力部１１、指定終了情
報入力部１２、指定経路情報入力部１３及び案内経路設定部１４を備えて構成されること
を特徴とする。
【００２１】
　指定開始情報入力部１１、指定終了情報入力部１２及び指定経路情報入力部１３は、利
用ユーザが操作した情報を経路案内ＥＣＵ１に入力するための入力部であり、それぞれデ
ィスプレイ３から利用ユーザの操作情報を入力する機能を備えている。例えば、指定開始
情報入力部１１は、利用ユーザがパネル３２に指を触れた箇所（指定開始地点）の信号を
、操作情報出力部３１から入力する。指定終了情報入力部１２は、利用ユーザがパネル３
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２から指を離した箇所（指定終了地点）の信号を操作情報出力部３１から入力する。指定
経路情報入力部１３は、利用ユーザがパネル３２に指を触れ、パネル３２から指を離さな
い状態でパネル３２に表示された地図上の経路を辿るように指定し、指をパネル３２から
離すまでの経路（指定経路）を操作情報出力部３１から入力する。
【００２２】
　案内経路設定部１４は、案内経路、案内開始地点及び案内終了地点を設定する機能を有
し、案内経路設定処理部１８を備えて構成される。案内経路設定処理部１８は、指定開始
情報入力部１１から得られた指定開始地点と、指定終了地点とを結ぶ指定経路を案内経路
として設定する機能を備えている。この時、指定開始地点を案内開始地点とし指定終了地
点を案内終了地点としてもよいし、指定開始地点を案内終了地点とし指定終了地点を案内
開始地点としてもよい。この案内開始および案内終了の設定は、例えば、経路案内ＥＣＵ
１に備わるスイッチ等で利用ユーザが切り替えられる構成によって実現される。
【００２３】
　また、案内経路設定部１４は、好ましくは、閾値設定部（閾値設定手段）１５、指定長
算出部（指定長算出手段）１６、誤操作判断部（比較手段）１７、拡大表示設定部１９を
備えて構成される。
【００２４】
　閾値設定部１５は、利用ユーザが入力した情報が誤操作によって入力されたものである
か否かを判断する閾値を設定する機能を備えている。例えば、ディスプレイ３に備わる表
示制御部３３からパネル３２に表示している地図情報の縮尺情報を入力し、入力した縮尺
情報に基づいて、誤操作であるか否かを判定する閾値を設定する。また、閾値設定部１５
は、設定した閾値を誤操作判断部１７へ出力する機能を備えている。
【００２５】
　指定長算出部１６は、利用ユーザが入力した指定経路の画面上における長さを算出する
機能を備えている。例えば、画面操作情報を指定経路情報入力部１３から入力し、指定経
路の画面上における長さを算出する機能を備えている。また、指定長算出部１６は、算出
した指定経路の画面上における長さを誤操作判断部１７へ出力する機能を備えている。
【００２６】
　誤操作判断部１７は、利用ユーザが入力した情報が誤操作によって入力されたものであ
るか否かを判断する機能を備えている。例えば、閾値設定部１５から閾値を入力し、指定
長算出部１６から指定経路の画面上における長さを入力し、入力された閾値と指定経路の
画面上における長さとを比較して判断する。また、誤操作判断部１７は、判断した結果を
案内経路設定部１８へ出力する機能を備えている。
【００２７】
　また、拡大表示設定部１９は、画面操作性を向上させるために、特定地点を拡大させる
機能を備えている。例えば、案内経路設定部１８から設定した案内経路を入力し、案内経
路において、現在地地点や目的地付近など拡大が必要であると推定される地点を拡大表示
とする。また、拡大表示命令をディスプレイ３の表示制御部３３へ出力する機能を備えて
いる。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１の動作について説明する。
【００２９】
　図２は本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１の動作を示すフローチャートである。図２は
、経路案内ＥＣＵ１が開始信号を入力した時、例えば、画面上に経路設定開始ボタンおよ
び経路設定終了ボタンを備え、利用ユーザが経路設定開始ボタンを選択した時に開始され
、終了信号を入力した時、例えば経路設定終了ボタンを選択するまで繰り返し実行される
。
【００３０】
　図２に示すように、経路案内ＥＣＵ１はＳ１０の閾値設定処理から開始する。Ｓ１０の
処理は、閾値設定部１５によって実行され、利用ユーザによってパネル３２へ入力された



(6) JP 2008-209151 A 2008.9.11

10

20

30

40

50

情報が誤操作で入力されたものであるか否かを判断するために、閾値ｎを設定する処理で
ある。閾値設定部１５は、この閾値ｎをパネル３２に表示されている地図の縮尺に応じて
設定する。例えば、パネル３２に表示されている地図上で２００ｍ以上の距離に該当する
パネル３２上の物理的長さを閾値ｎとして設定する。例えば、地図の縮尺が２万５千分の
１の場合、地図上の２００ｍはパネル３２上の物理的長さで０．８ｃｍとなり、地図の縮
尺が１万分の１の場合では、地図上の２００ｍはパネル３２上の物理的長さで２ｃｍとな
る。よって、パネル３２に表示されている地図の縮尺が２万５千分の１の場合では、閾値
ｎを０．８と設定し、パネル３２に表示されている地図の縮尺が１万分の１の場合では、
閾値ｎを２と設定する。Ｓ１０の閾値設定処理が終了すると、操作情報入力処理へ移行す
る（Ｓ１２）。
【００３１】
　Ｓ１２の処理は、指定開始情報入力部１１、指定終了情報入力部１２、指定経路情報入
力部１３によって実行され、利用ユーザによってパネル３２へ入力された情報を経路案内
ＥＣＵ１へ入力する処理である。指定開始情報入力部１１は、例えば、利用ユーザがパネ
ル３２に指を触れた指定開始地点を操作情報出力部３１から入力する。また、指定終了情
報入力部１２は、例えば、利用ユーザがパネル３２から指を離した指定終了地点を操作情
報出力部３１から入力する。また、指定経路情報入力部１３は、利用ユーザがパネル３２
に指を触れ、パネル３２から指を離さない状態でパネル３２に表示された地図上の経路を
辿るように指定し、指をパネル３２から離すまでの指定経路を操作情報出力部３１から入
力する。尚、以下の経路案内ＥＣＵ１の動作では、説明理解の容易性を考慮して、指定開
始地点を案内終了地点、例えば目的地とし、指定終了地点を案内開始地点として設定した
例を説明する。Ｓ１２の処理が終了すると、指定長算出処理へ移行する（Ｓ１４）。
【００３２】
　Ｓ１４の処理は、指定長算出部１６によって実行され、Ｓ１２で入力した指定経路の画
面上における長さを算出する処理である。例えば、利用ユーザが指でなぞった指定経路に
対応する信号を用いて、指定経路の画面上における長さを算出する。Ｓ１４の処理が終了
すると、誤操作判断処理へ移行する（Ｓ１６）。
【００３３】
　Ｓ１６の処理は、誤操作判断部１７によって実行され、利用ユーザによってパネル３２
へ入力された情報が、誤操作によって入力されたものであるか否かを判断する処理である
。例えば、誤操作判断部１７がＳ１０で算出した閾値ｎとＳ１４で算出した指定経路の画
面上における長さとを比較して判断する。Ｓ１６の処理において、指定経路の画面上にお
ける長さが閾値ｎ以上の場合は、目的地、案内開始地点および案内経路の設定処理へ移行
する（Ｓ１８）。
【００３４】
　Ｓ１８の処理は、案内経路設定処理部１８によって実行され、目的地、案内開始地点お
よび案内経路を設定する処理である。Ｓ１２で入力した指定開始地点と、地図ＤＢ４の地
図情報とに基づいて目的地を決定する。次に、Ｓ１２で入力した指定経路と、地図ＤＢ４
の地図情報とに基づいて案内経路を設定する。このとき、経路案内ＥＣＵ１が備える機能
であって、候補となる案内経路を複数表示する機能を併用する場合においては、目的地が
設定された直後から候補となる案内経路の探索を開始する。このように、利用ユーザが経
路入力をする間に候補となる案内経路の探索を行うことで、候補経路の表示を早めること
かできる。次に、Ｓ１２で入力した指定終了地点と、地図ＤＢ４の地図情報とに基づいて
案内終了地点を設定する。Ｓ１８の処理が終了すると、拡大表示判定処理へ移行する（Ｓ
２２）。
【００３５】
　Ｓ２２の処理は、拡大表示設定部１９によって実行され、Ｓ１８で設定された案内経路
の中で、さらに細かく経路を設定する必要があるか否かを判定する処理である。例えば、
利用ユーザがさらに細かく経路を設定すると予想される地点を事前に情報として保有して
おいて、利用ユーザが指定した経路が当該情報に一致する地点を含んでいるか否かを判定
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する。このような地点として、具体的には、現在地点、目的地、交通状況が変化する地点
、道路形状が運転に影響する地点などが挙げられる。交通状況が変化する地点は、例えば
、渋滞が頻発する地点や路上駐車が多い地点、信号が無い交差点が多い地点等である。道
路形状が運転に影響する地点は、例えば、道路幅が狭い地点、急カーブ地点、急勾配地点
等である。尚、交通状況は、例えば、ＶＩＣＳ情報に基づいて判断すれば良い。ここで、
ＶＩＣＳ（Vehicle　Information　and　Communication　System）とは、道路交通情報を
リアルタイムで提供する情報通信システムのことである。Ｓ２２の処理において、さらに
細かく経路を設定する必要がある場合は、拡大表示処理へ移行する（Ｓ２４）。
【００３６】
　Ｓ２４の処理は、拡大表示設定部１９によって実行され、拡大処理が必要な地点の拡大
表示を行う。Ｓ２４の処理が終了すると、図２に示す制御処理が終了する。
【００３７】
　また、Ｓ１６の処理において、指定経路の画面上における長さが閾値ｎ未満の場合は、
経路指定が誤操作であると判断する。すなわち、利用ユーザの画面入力は経路指定と目的
地指定が同時に行われたものではなく、目的地指定のみ行われたと判断する。この場合、
目的地設定処理へ移行する（Ｓ２０）。
【００３８】
　Ｓ２０の処理は、案内経路設定処理部１８によって実行され、目的地を設定する処理で
ある。Ｓ１２で入力した画面操作情報、例えば指定開始地点に基づいて目的地を決定する
。Ｓ２０の処理が終了すると、図２に示す制御処理が終了する。
【００３９】
　また、Ｓ２２の処理において、さらに細かく経路を設定する必要がないと判断された場
合は、図２に示す制御処理が終了する。
【００４０】
　以上で図２の制御処理が終了する。尚、説明理解の容易性から、指定開始地点を案内終
了地点、指定終了地点を案内開始地点として説明したが、指定開始地点を案内開始地点と
し、指定終了地点を案内終了地点とする場合は、Ｓ１８，Ｓ２０の処理において、指定開
始地点を指定終了地点、指定終了地点を指定開始地点と読み替えればよい。
【００４１】
　次に、本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１の効果を説明する。効果を説明する具体例と
して、目的地までの経路指定手順について説明する。図３および図４は、本実施形態に係
る経路案内ＥＣＵ１を用いた場合の経路指定手順であり、図９は、従来の経路案内装置を
用いた場合の経路指定手順である。尚、パネル３２はタッチパネルを採用し、指で操作す
ることによって情報を入力できるものとして説明する。
【００４２】
　従来の経路指定手順では、図９に示すように、手順１として目的地Ｇが表示されている
画面に指で触れることで目的地Ｇを指定し（矢印Ｙ０）、次に手順２として現在地Ｓを指
で触れ（矢印Ｙ１）、現在地Ｓから目的地Ｇに向かって経路を指でなぞり（矢印Ｙ２）、
目的地Ｇで指を離す（矢印Ｙ３）ことで指定経路Ｌを指定している。
【００４３】
　これに対し、本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１の経路指定手順では、図３に示すよう
に、目的地Ｇが表示されている画面に指で触れることで目的地Ｇを指定し（矢印Ｙ１´）
、画面から指を離さずに目的地Ｇから現在地Ｓに向かって経路を指でなぞり（矢印Ｙ２´
）、案内終了地点、例えば現在地Ｓで指を離すことで案内終了地点を指定する（矢印Ｙ３
´）と共に、指定経路Ｌを指定する。
【００４４】
　また、図４に示すように、画面に指で触れることで案内開始地点、例えば現在地Ｓを指
定し（矢印Ｙ１´´）、画面から指を離さずに現在地Ｓから目的地Ｇに向かって経路を指
でなぞり（矢印Ｙ２´´）、案内終了地点、例えば目的地Ｇで指を離すことで案内終了地
点を指定する（矢印Ｙ３´´）と共に、指定経路Ｌを指定する。
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【００４５】
　以上のように、本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１によれば、目的地Ｇ、案内終了地点
、及び目的地Ｇと案内終了地点とを結ぶ経路Ｌを、利用ユーザの一連の動作で設定するこ
とができる。
【００４６】
　また、本実施形態に係る経路案内ＥＣＵ１によれば、表示される地図の縮尺が変化して
も、地図の縮尺に応じて閾値を設定することで、指定された経路Ｌの画面上における長さ
が所定の長さ以上か否かを判断することができる。これにより、指定された経路Ｌが誤操
作によって指定されたものであるか否かを判断できるため、利用ユーザの意図しない情報
に基づいて案内経路を設定することを回避することができる。例えば、利用ユーザが目的
地Ｇのみを設定したい時に、手ぶれ等によって意図せずに目的地Ｇと経路Ｌを指定した場
合であっても、案内経路の設定を行うことを回避することができる。
【００４７】
　また、経路案内ＥＣＵ１によれば、利用ユーザが指定を開始する地点が目的地Ｇであり
、指定終了する地点が案内終了地点、例えば現在地Ｓであるので、目的地Ｇを起点とした
経路をイメージしている利用ユーザに対して指定経路Ｌの入力作業負荷を軽減することが
できる。また、このように、目的地Ｇから先に指定することによって、現在地Ｓから目的
地Ｇまでの候補経路の検索を即座に実施することが可能となる。これによって、利用ユー
ザが指定した経路以外にも候補経路を表示する機能を用いる場合、候補経路の表示を早く
することが可能となる。
【００４８】
　あるいは、利用ユーザが指定を開始する地点が案内開始地点であり、指定終了する地点
が目的地Ｇとする場合であっても良く、この場合は、現在地Ｓや特定地点から目的地Ｇへ
の経路をイメージしている利用ユーザに対して指定経路の入力作業負荷を軽減することが
できる。また、このように、案内開始地点から先に指定することで、現在地Ｓから案内開
始地点までの候補経路の検索を即座に実施することが可能となる。これによって、利用ユ
ーザが指定した経路を必ず通る候補経路を表示する機能を用いる場合、候補経路の表示を
早くすることが可能となる。
【００４９】
　また、経路案内ＥＣＵ１において、地図の縮尺が小さい場合に、案内が必要な地点を拡
大して表示することができるため、画面の操作性が向上し、誤操作の発生を低減すること
ができる。また、拡大機能を用いることで、例えば、指定経路全体を表示する時に地図の
縮尺が小さくなり、画面から詳細な設定をすることが困難となることを回避することがで
きる。
【００５０】
　尚、上述した実施形態は本発明に係る経路案内装置の一例を示すものである。本発明に
係る経路案内装置は、このようなものに限られるものではなく、各請求項に記載した要旨
を変更しないように実施形態に係る経路案内装置を変形し、又は他のものに適用したもの
であってもよい。
【００５１】
　例えば、実施形態において、パネル３２はタッチパネルを採用することが好適であり、
経路の指定を利用ユーザが指で行う例を示したが、情報入力手段がタッチパネルで無く、
マウス等で情報入力する場合であっても、実施形態と同一の作用効果を得ることができる
。この場合、利用ユーザは、カーソルを合わせて特定ボタンを押すことで指定開始地点を
指定し、特定ボタンを押した状態でカーソル移動させて指定開始地点と指定終了地点とを
結ぶ経路を入力し、カーソルを合わせて特定ボタンを離すことで指定終了地点を指定すれ
ば良い。
【００５２】
　また、実施形態において、誤操作の判断基準となる閾値ｎを地図の縮尺に応じて決定し
たが、閾値を一定値として経路指定を行ったか否かを判断してもよい。この場合、例えば
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、物理的な操作量として操作した長さが１ｃｍ以上である場合のみ経路指定を行う構成と
すれば良い。
【００５３】
　また、実施形態において、１回の経路指定操作によって全体の案内経路が設定され、そ
の後、詳細な設定を行うために拡大表示とする例を示したが、１度の経路指定操作で全体
の案内経路を指定せず、利用ユーザが終了操作を行うまで連続して経路指定が可能な構成
として、利便性を向上させても良い。例えば、経路指定完了ボタンを画面に表示させて、
指定経路の入力完了後に経路指定完了ボタンを選択させれば良い。
【００５４】
　また、実施形態において、画面上の表示が所定の縮尺よりも小さい場合は、経路指定が
困難になるため、このような場合は、目的地を指定した後に画面を拡大し、再度経路指定
の有無を問うような構成にしても良い。
【００５５】
　また、実施形態において、案内経路の特定地点を拡大して利用ユーザの操作性を向上す
る例を示したが、案内経路を指定する際、地図の縮尺が大きく利用ユーザが指定する経路
が表示範囲内に収まりきらない場合においては、縮尺を小さくして表示してもよい。これ
によって、利用ユーザが経路指定するために画面スクロール等をする必要がなくなるため
、操作性が向上する。このように、縮小機能を用いても利用ユーザの操作性を向上するこ
とができる。
【００５６】
　また、実施形態において、現在地点から案内開始地点までの経路について案内が不要な
場合は、経路案内を省略する構成にしても良い。例えば、案内開始地点不要ボタンを画面
上に表示し、当該ボタンを選択した場合に、案内開始地点までの案内を省略する構成にす
ればよい。または、目的地付近に到着した場合や、案内開始地点を通過せずに案内経路内
に途中から進入した場合や、案内開始地点からみて、目的地と反対側に車両が進入した場
合などは、利用ユーザの操作が無くても経路案内を省略する構成にしても良い。このよう
に構成することで、余計な経路案内を省くことができる。
【００５７】
　また、実施形態において、指定開始地点が案内開始地点となるか案内終了地点となるか
を利用ユーザが選択する構成を説明したが、利用ユーザの入力操作によって自動で切り替
える構成にしてもよい。例えば、指定開始地点を案内開始地点とする場合は、指で画面に
触れて指定開始地点を決定し、そのまま画面から指を離さずに指定開始地点を円で囲み、
そのまま画面から指を離さずに指定終了地点までの経路をなぞり、指定終了地点で画面か
ら指を離すことで案内終了地点を決定してもよい。
【００５８】
　さらに、実施形態においては、指定開始地点を例えば目的地、指定終了地点を例えば現
在地として説明したが、指定開始地点および指定終了地点は目的地や現在地でなくても良
い。例えば、一方が目的地で他方が通過希望地点であっても良いし、双方共に通過希望地
点であっても良い。
【００５９】
　以下では、指定開始地点および指定終了地点が通過希望地点である場合の例を図５～８
を用いて説明する。図５～８は、パネル３２の操作手順を示す模式図である。ここで、利
用ユーザは、図５の画面Ａ´に示す現在地Ｓに居るとし、目的地Ｇへ移動するために、案
内経路を設定するものとする。
【００６０】
　まず、図５に示すように、画面を画面Ａ´から画面Ａへ切り替えて目的地Ｇを設定する
。この設定方法は、図２のＳ２０の処理、すなわち経路指定を行わない方法で設定するも
のであって、例えば目的地Ｇが表示されている画面Ａに指で触れることで設定する。この
ような設定方法は、現在地を表示している表示画面に目的地が表示されていない場合等で
好適に用いられる。
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【００６１】
　次に、図６に示すように、経路案内ＥＣＵ１によって推奨経路Ｌ´が表示される。この
推奨経路Ｌ´は、例えば候補経路のうち最短経路が検索されて表示される。検索された推
奨経路Ｌ´は、画面内に収まるように表示され、図５の画面Ａから、画面Ａより縮尺が小
さい図６の画面Ｂへと画面が切り替わる。
【００６２】
　この時、図２のＳ２２，Ｓ２４の処理、すなわち、拡大して経路を設定する必要がある
地点があれば拡大表示する処理が実行される。これによって、例えば目的地周辺が自動で
拡大され、画面Ｂの中に画面Ｄが表示される。また、例えば交通状況が変化する地点周辺
が自動で拡大され、画面Ｂの中に画面Ｃが表示される。
【００６３】
　そして、利用ユーザは画面Ｃに表示された拡大地図情報を参照し、希望する経路を再指
定する。再指定は、経路変更地点を指で触れ、画面Ｃに指を触れたまま再指定する経路を
なぞり、経路変更完了地点で画面Ｃから指を離すという手順で実施できる（矢印Ｙ４）。
また、画面Ｄについても同様に設定できる。このように、自動拡大した画面に触れること
で、推奨経路Ｌ´を容易に変更することが可能となる。そして、このように指定された指
定開始地点及び指定終了地点が通過希望地点となる。また、このように案内経路を変更し
た場合、推奨経路Ｌ´から大きく外れた経路変更となることも考えられる。よって、経路
変更がされたあとに、変更経路以外の経路については、変更経路の開始地点までの経路を
再度検索して候補経路を設定する。また、利用ユーザが経路設定した際の指でなぞる向き
を指定経路の進行方向として入力して再度設定してもよい。
【００６４】
　次に、自動拡大されない箇所を経路変更する方法について説明する。まず、経路変更す
る箇所を指定する。例えば、図６に示すように、経路拡大を希望する箇所を囲むように指
で円を描く（矢印Ｙ６）ことで指定できる。このような動きをすることで、図７に示すよ
うに、画面Ｂの中に新たに画面Ｅが表示され、円を囲むようにして指定した箇所が拡大表
示される。
【００６５】
　次に、拡大表示された画面Ｅを用いて経路変更を行う。経路変更は、画面Ｃ、Ｄで行っ
た経路変更と同様の手順で実施される（矢印Ｙ７）。
【００６６】
　図５,６,７の操作によって、図８に示すように推奨経路Ｌ´が経路Ｌに変更される。画
面Ｃ,Ｄ,Ｅによって変更された箇所は、それぞれＣ´,Ｄ´,Ｅ´で示した箇所となる。尚
、自動拡大されない箇所を経路変更する他の方法として、通常の表示のままで指定するこ
とにしても良いし、経路全体を縮尺変更する構成にしても良い。
【００６７】
　以上のように、利用ユーザが指定開始した地点と指定終了した地点が双方共に通過希望
地点である場合であっても本発明を利用して経路変更が行える。尚、指定経路以外の経路
は、経路案内ＥＣＵ１が自動設定するが、例えば、案内開始地点までは案内しない設定を
することで、必要な複数の区間のみ経路案内を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本実施形態に係る経路案内ＥＣＵを含むナビゲーションシステムの構成概要図で
ある。
【図２】図１の経路案内ＥＣＵの動作を示すフローチャートである。
【図３】図１の経路案内ＥＣＵの操作手順を示す模式図である。
【図４】図１の経路案内ＥＣＵの操作手順を示す模式図である。
【図５】図１の経路案内ＥＣＵのパネル操作手順を示す模式図である。
【図６】図１の経路案内ＥＣＵのパネル操作手順を示す模式図である。
【図７】図１の経路案内ＥＣＵのパネル操作手順を示す模式図である。
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【図８】図１の経路案内ＥＣＵのパネル操作手順を示す模式図である。
【図９】従来の経路案内ＥＣＵの操作手順を示す模式図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…経路案内ＥＣＵ（経路案内装置）、２…ナビゲーションシステム、３…ディスプレ
イ、４…地図ＤＢ、１１…指定開始情報入力部、１２…指定終了情報入力部、１３…指定
経路情報入力部、１４…案内経路設定部、１５…閾値設定部（閾値設定手段）、１６…指
定長算出部（指定長算出手段）、１７…誤操作判断部（比較手段）、１８…案内経路設定
処理部、１９…拡大表示部、３１…操作情報出力部、３２…パネル、３３…表示制御部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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